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「アジアの英語圏への短期体験研修事業」仕様書 

 
１ 目 的 

  急速に成長するアジアの国々に学生の目を向けさせ、国際人としての第一歩を踏み出させるため、

アジアの英語圏であるシンガポール共和国へ本学の学生を派遣し、ボランティアや企業見学、異文化

体験を含む短期体験研修を実施する。 
 

２ 事業概要 

・ 派 遣 先：シンガポール共和国 
・ 派遣期間：平成２５年９月１日（日）から９月１５日（日）までの１５日間 
・ 派遣者および人数：本学１年次生３０名、教職員２名（日程の一部のみ）（受託者添乗員同行） 
・ 派遣日程：以下のとおり 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

・ 派遣先での研修内容：語学学校等での英語研修、大学等での授業体験と学生との交流、企業等

見学、福祉施設訪問 

・ 事前研修：事前研修として、参加者に対し、英会話、簡単なマレー語、シンガポールの福祉の

状況等を学ぶ研修や渡航手続きや現地での安全対策等の説明を行う。 
・ 帰国報告会：帰国後に参加者による帰国報告会を開催する。 

 
３ 事業スケジュール 

   平成２５年３月上旬  受託者決定 
     〃  ４月     契約、参加者募集開始 
     〃  ５月     参加者決定 

事前研修開催（５月から８月まで） 
     〃  ９月          派遣研修実施、帰国 
     〃  １０月         帰国報告会開催 
 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

午前 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修

午後 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修

８日目 ９日目 １０日目 １１日目 １２日目 １３日目 １４日目

午前
大学等で
講義受講

大学等で
講義受講

企業等見学 福祉施設訪問 福祉施設訪問

午後
大学等で
講義受講

現地学生
と交流

福祉施設
訪問準備

企業等見学 帰国準備

１５日目

午前

午後

自由研修

市内視察

シンガポール発、
福井着

自由研修

第３週

福井発、
シンガポール着

曜日

第１週

第２週
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４ 業務概要 

（１）契約期間 
   契約の日から平成２５年１０月３１日までを予定 
（２）予算限度 
   ５，５００千円（消費税、地方消費税および参加者からの負担金を含む。） 

※ 派遣人数、期間等に変更がある場合は別途協議する。 
（３） 業務内容 

① 参加者募集案内チラシと応募用紙の作成 
② 事前研修および帰国報告会への参加、説明 
③ 応募者および参加者からの問合せへの対応 
④ 参加者用の派遣のしおりの作成、海外旅行保険の紹介と加入手続き 
⑤ 派遣研修にかかる全行程の一切の研修先、交通手段、宿泊先の手配、添乗員の同行 
⑥ 派遣研修にかかる全行程の参加者の安全対策および危機管理対応 

 
５ 仕様詳細 

（１） 派遣研修 

  ① 日程等 

・ 派遣研修の催行は受託者の責任で安全かつ適正に実施すること。 

・ 日程については、上記「２ 概要」記載の日程を基本とすること。 

・ 本学の職員１名（８日目に入国、１４日目に帰国予定）と教員１名（１０日目に入国、１４日

目に帰国予定）の派遣も手配し、費用を見積額の積算に含めること。 

・ 本学の教員１名が５月中に福祉施設訪問の事前調査と打合せのため２泊３日でシンガポールを

訪問するのでその派遣も手配し、費用を見積額の積算に含めること。 

・ 全行程に同行する添乗員を同行させ、研修や宿泊手続きの補助、全体での移動の誘導、緊急時

の対応等の業務を行うこと。 

・ 本事業の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる時は本学の判断により中止する場合もある。  

② 派遣者 

・ 派遣する学生や教職員の人数は増減する場合があることを了解すること。 

③ 交通機関 

・ 交通機関は最も経済的で合理的な経路とすること。 

・ 参加者にとって安全で快適な移動手段とすること。  

・ 交通機関は、下級の運賃とし、参加者の座席を同一行程で確保すること。  

・ 手配しようとする交通機関について、変更等が必要となった場合には、上記の仕様に沿った代

替交通機関を確保すること。 

・ 代替交通機関を手配する際は、事前に本学と協議すること。ただし、派遣の途中において変更

の必要性が発生した場合で、派遣生の生命および財産への急迫した危険を避けるために止むを

得ない場合はこの限りでない。  

・ 代替案を実施した場合は、速やかに本学に報告すること。 
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④ 宿泊施設、食事 

・ 宿泊する部屋は、参加者は２名から４名で１室を原則とし、教職員は１名１室とすること。 

・ 宿泊先は安全で快適かつ経済的で、研修のための移動がスムーズに行える場所に立地する施設

とすること。 

・ 宿泊は朝食付きとすること。なお、昼食および夕食は参加者および教職員の負担とし、見積額

に含まないこと。 

・ 添乗員は派遣先で参加者からの問合せに応じ、適当な昼食場所や夕食場所の例を提示すること。 

⑤ 研修内容 

・ 語学研修は、英語研修とし、日本人のみのクラスでなく、半数以上が外国人となるクラスとす

ること。 

・ １クラスの人数は小人数が望ましいが、多い場合でも２０名から２５名程度までとすること。 

・ 語学研修先については、研修先の概要、受講できる授業内容、過去の同時期のクラスの外国人

と日本人の割合、研修先の選定理由など詳細に提案すること。 

・ 企業等訪問、福祉施設訪問で必要があれば研修先と支障なく会話できる通訳ガイド等を手配し、

見積額に含むこと。 

・ シンガポールの大学教員に依頼して、シンガポールの経済や福祉等の講義を英語で行うなど大

学と連携したプログラムを組み込み、費用を見積額に含めること。 

・ 現地学生との交流については、できるだけ費用をかけずに、より多くの現地学生に参加しても

らえるように工夫すること。 

・ 研修に支障のない範囲で各研修の実施日時を組み替えて提案することも可能。 

・ 企業等見学は本県からのシンガポール進出企業１か所は見学できるよう手配すること。 

・ 福祉施設は本学の紹介により手配すること。（本学教員が５月に現地を訪問し事前調整する。） 

・ 福祉施設は午前中に訪問し、昼食は同施設の利用者やスタッフと取るので、利用者とスタッフ

の昼食代を見積額に含めること。（本学の学生、教職員は自己負担） 

・ 福祉施設の利用者への土産品を２箇所合計１２０人分用意し、利用者に贈呈するので、費用を

見積額に含めること。 

・ １４日目の市内視察は視察先を提案し、費用を見積額に含めること。 

・ ７日目と８日目の自由研修では、参加者の費用負担で参加できる観光、体験、ホームステイ等

のオプショナルツアーを提案すること。 

・ 全行程の具体的な研修内容は、本学と十分協議して調整すること。 

 

（２） 参加者募集 

・ 参加者募集の期間は平成２５年４月上旬から下旬までとする。 
・ 参加者募集案内チラシはＡ３で掲示用に印刷するカラー原稿と、Ａ４の色紙にモノクロ印刷で

きる原稿の２種類作成し、ＰＤＦ等本学で使用可能なファイル形式で提出すること。記載事項

は別途、本学研究・交流推進課の担当者から指示し、印刷は本学で行う。 
・ 参加者募集案内チラシには受託者の連絡先の電話番号、メールアドレス、担当者名を記載し、

応募用紙の提出先は本学研究・交流推進課とする。 
・ 参加者の決定は本学が行う。 
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（３） 事前研修および研修報告会 

・ 事前研修は、平成２５年５月から８月まで数回、原則として水曜日の５限目（午後４時２０分

から午後５時５０分）に本学で開催するので、毎回必ず参加し、必要な説明を行うこと。 
・ 平成２５年１０月中に本学内で、参加者による研修報告会を開催するので参加すること。 

 
（４） 派遣者の安全対策および危機管理対応 

・ 派遣者の安全対策および危機管理対応策を講じること。 
・ 受託者の休業日であっても対応できる体制を整えること。 
 

（５） 参加者負担金の徴収 
・ 本学は学生参加者から、費用の一部を負担する負担金を徴収する。 
・ 徴収する負担金額は受託者の見積額を勘案して、後日決定、受託者に通知する。 

 
（６） その他 

・ 本仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合又は本業務履行上必要な基本事項に変更

の必要が認められた場合は、発注者と受託者間で協議の上定めるものとする。 

・ 個人情報の取扱いに関しては、契約書に添付する「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 
・ 企画提案書は日本語で作成し、使用する通貨および単位は日本国通貨とする。 

 
６ 見積額積算に当たっての留意事項 

・ 予算限度額に関わらず、本仕様書に記載する事項に十分配慮の上、経費節減に繋がる具体的な

提案をすること。 

・ 以下の経費については派遣者各個人が負担するものとし、見積額に含まないこと。 

① 渡航手続書類等作成代行料金（パスポート取得等）  

② 朝食を除く飲食代 

③ 自由研修に必要な費用、その他個人的性格の費用（電話代、土産品代等）  

④ 超過手荷物運搬料金  

⑤ 傷害、疾病に関する医療費  

⑥ 海外旅行傷害保険料 
 


